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七尾市教育委員会から保護者の皆様へ 

 

先般から報道されているとおり、他県の公立小学校に勤務する教諭が児童生徒等を盗撮し、画像

などをＳＮＳ上の教諭間のグループで共有し逮捕される事案が発生しました。 

この事態を受け、文部科学省からは、児童生徒への性暴力被害を未然に防止するため、執務環境

の見直しによる密室状態の回避、更衣室等の定期的な点検、カメラを設置できない環境づくりなど

を徹底するよう通知がありました。 

七尾市教育委員会では、上記事項に加えて教職員（講師や部活動における外部講師を含む）が児

童生徒との間で行うＳＮＳ等を用いた連絡については、改めて以下のとおり通知することで、教職

員に再度の確認をしたところであります。 

 

１．教職員は、いかなる場合であっても、児童生徒との間でＳＮＳ等で私的なやりとりを行って

はなりません。 

２．教職員は、ＳＮＳ等を使用して部活動等（学校・学級単位以外）の連絡を行う際は、保護者

の方と連絡を取ることとし、児童生徒との直接的なやり取りを行ってはなりません。 

 

保護者の皆様におかれましても、上記１および２についてのご理解をお願いいたします。 

 


